
支払先口座情報を関西アーバン銀行で登録している参画事業者の皆様は必ず変更届の提出が必要

です。近畿大阪銀行で登録している参画事業者の皆様は「店番号」の変更がある場合のみ変更届の

提出が必要です。下記の「■変更手続きに関する手順」に沿って変更手続きをお願いします。

■変更手続きに関する手順

① 11月下旬迄に運営事務局から事業者様へ、お電話で変更手続きに関して連絡いたします。

※ 変更手続きが必要ない事業者様には連絡いたしません。

② 11月下旬に運営事務局から①でお伺いした住所へ「参画事業者登録申請内容変更届」等を

送付します。

(送付内容物)

・ 参画事業者登録申請内容変更届

・ 参画事業者登録申請内容変更届　記入例

・ 返信用封筒

③ 「参画事業者登録申請内容変更届」に新しい口座情報を記入してください。

④ 「参画事業者登録申請内容変更届」を同封の返信用封筒で返送してください。

Ｂ

この変更届を提出する時
点での事業者の情報を記
入してください。
※印鑑は申請時に押印し
　たものと同じものを使
　用してください。

関西アーバン銀行及び近畿大阪銀行を支払先口座としてご登録の皆様へ

Ａ
提出する日付を記入して
ください。

Ｄ
金融機関名は関西みら
いと記入してください。

最新の口座情報をすべて
記入してください。
※支店コードや支店名が
　変更になっている場合
　は新しい情報を記入し
　てください。

Ｅ

Ｃ
金融機関コードは0159
と記入してください。

Ａ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ｅ


